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救
教
法
調
査
委
員
曾
報
告
と
失
業
問
題

七

会3

上

混

ず

る

所

は

単

に

救

貧

法

調

査

委

員

舎

が

失

業

問

題

に

就

て

開

陳

し

な

る

意

見

&

抄

出

し
み
払
る
に
止
ま
る
と
錐
昔
、
然
活
之
に
依
て
明
白
な
る
が
如
く
、
今
岡
の
委
員
曾
殊
に
少
数
委
員

は
議
ー
に
救
貧
絵
仁
於
け
る
局
部
的
改
正
を
以
て
満
足
せ
・
下
、
真
に
着
‘
限
紡
を
大
仁
し
、
救
貧
法
仁

於

け

る

受

救

者

の

依

て

生

ホ

/

る

原

闘

を

根

本

的

に

刈

除

す

る

に

勉

め

花

る

の

跡

は

蹴

る

明

瞭

な
t
り
と
す
可
仁
。

現
に
少
数
委
員
は
此
鮪
に
於
て
最
港
大
勝
仁
所
信
を
告
白
し
、
づ
種
々
の
務
妨

的
計
書
に
依
て
、
失
業
の
潟
め
に
困
難
ず
る
者
の
数
を
減
、
一
ア
る
を
得
ん
か
、
枇
舎
は
救
貧
泌
の
如

を
包
括
的
手
段
に
依
ら
歩
、
個
人
的
に
特
殊
の
場
合
に
於
て
、
救
演
の
手
段
を
施
し
、
之
を
生
産
的

職
業
に
復
せ
し
り
る
を
得
ぺ
し
し
と
一
五
ヘ

I
リ。

果
し
て
此
所
説
の
如
く
な
れ
ば
、
多
年
来
の
臆
史

を
有
す
る
英
樹
救
貧
訟
の
打
破
せ
ら
る
、
と
同
時
に
、
近
年
其
絡
に
就
け
る
英
関
の
歌
合
政
策
、

一
枇
令
的
行
政
仁
一
大
進
歩
を
来
き
ホ
ノ
ん
ば
巴
ま
も
C

る
可
し
。

千

八

百

三

十

凶

年

の

救

貧

法

調

査

委

員

合

報

告

が

救

貧

訟

の

根

本

原

則

を

催

立

す

る

に

輿

て

カ

あ

れ

る

が

如

く

、

千

九

百

九

年

の
抑
制
告
は
祉
命
日
政
策
の
局
而
展
開
に
著
大
の
効
果
を
残
す
も
の
と
云
ふ
可
し
。
余
が
失
、
業
問

題
に
机
刻
す
る
救
貧
絵
の
関
係
、
グ
一
拠
へ
て
、
問
題
の
一
部
面
を
論

b
な
る
所
以
な
よ
ツ
。
(
完
)

地

方

Jt14 

政

クb
_:JL 

。〉

rr' 
MWF 

星

野

勉

近
来
我
地
方
自
治
問
題
を
熱
必
に
論
み
や
ノ
る
宏
一
の
我
閥
に
多
き
は
頗
る
役
目
に
侵
す
可
営
現

象
に
し
て
、
之
れ
地
方
自
治
憾
の
政
策
は
悶
家
の
犬
れ
と
岡
地
一

-O
て
事
小
な
『
り
と
雌
昔
、
直
一
接
に
各

人
に
利
害
関
係
を
有
す
る
之
、
且
つ
近
来
自
治
憾
の
活
動
の
区
域
翁
々
増
加
せ
る
と
・
に
よ
F

り
慾

に
此
の
如
き
現
象
を
呈
し
花
み
叫
も
の
な
れ
ど
も
、
此
問
題
、
党
る
や
憶
に
・
行
政
の
方
而
よ

F

り
の
み

な
ら
ヂ
叉
財
政
の
方
而
ょ
ん
頗
る
興
味
あ
る
沖
も
の
な
J

り
。
然
る
じ
之
、
ど
論
歩
る
者
多
く
は
自
己

の

経

験

に

よ
1
ク
て
云
々
す
る
の
み
に
し
て
示
、
だ
充
分
仁
摩
到
の
感
用
を
試
み
ホ
ノ
財
政
皐
者
も
・

亦

花

々

し

く

中

央

政

府

の

財

政

問

題

の

み

を

研

究

し

て

此

方

面

を

等

閑

に

付

し

之

を

行

政

の

資

際

家

仁

委

し

て

顧

み

ぎ

る

は

我

輩

の

頗

る

遺

械

と

す

る

所

な

1
9
0
然

れ

ど

活

費

織

は

皐

問

に

43 

先
ん
安
之
の
金
ム
一
一
日
を
忠
ヘ
ば
皐
者
の
研
究
が
安
際
家
の
議
論
の
後
仁
魁
乙
る
唱
の
な
る
乙
と

は
叉
己
ひ
を
得
合
る
所
な
か
と
は
一
五
ヘ
、
我
閣
の
地
方
財
政
問
題
に
闘
し
て
は
余
輩
は
最
平
感

者
が
大
仁
椀
究
の
結
果
を
接
表
す
可
を
時
期
の
到
来
せ
る
事
を
信
ポ
ノ
る
も
の
な
ー
ん

地

方

の

一

財

打

政

研

府

知

戸

七

一

一

↓



長、 d

f 、

、1

地
方
財
政
の
研
一
宛

4ft 

一
七
四

犬

れ

懸

史

は

繰

返

す

2
・2拡
常
に
人
々
の
口
仁
ず
る
所
仁
し
て
、
地
方
函
館
の
・
活
動
の
如
き
宅

亦
官
に
近
世
の
現
象
の
み
に
あ
ら
，
み
や
/
し
て
、
佐
古
一
仁
於
て
街
甚
だ
し
か
ら
し
な
ら
、
3
れ

ば

我

封

建
時
代
、
仁
於
て
大
小
名
が
各
地
に
割
猿
す
る
に
皆
、
官
t
り
て
は
、
設
仁
藩
之
務
と
の
野
抗
を
生
性

る
が
故

K
仰
泌
士
な
る
概
念
は
深
く
各
人
の
脳
裏
に
一
刻
、
ま
れ
、
日
本
人
な
る
概
念
は
一
克
廷
の
防

御
m
叉
は
朝
鮮
征
伐
舎
の
'
知
念
劉
外
問
題
の
起
乙
る
仁
あ
ら
ホ
J

ん
ば
敢
て
之
を
戚
ホ
ノ
る
の
要
な

〈
、
而
し
て
此
務
な
る
地
方
図
慨
は
大
な
る
活
動
を
な
し
、
特
仁
戦
闘
の
時
代
仁
歯
止
ツ
て
は
叉
一

小
籾
立
閣
の
制
慨
を
塁
、
ず
る
に
玄
れ
る
な
ん
'
。
秋
山
る
2

仁

此

の

如

き

現

象

は

叉

中

古

の

西

洋

仁

於

て

4
存
せ
る
所
に
し
て
、
自
由
都
市
の
隆
雄
の
如
き
は
地
方
図
憾
が
倒
家
の
事
を
行
へ
る
極
端
な

る
一
一
例

E
し
て
見
る
可
を
な
t
り
臼
然
る
仁
強
大
な
る
・
専
制
君
主
閣
の
起
乙
る
と
並
パ
仁
中
央
集
椴

の
事
行
ほ
れ
て
地
方
回
艇
の
職
務
は
頗
る
制
限
せ
ら
れ
、
我
岡
仁
於
て
d
u

維

新

の

革

新

と

共

仁

部

の

事

業

を

減

b
之
を
以
て
中
央
政
府
の
命
を
待
、
て
機
織
的
に
漆
動
ず
る
刃
も
の
と
な
せ
ん
ノ
。

然
れ
ど
唱
此
の
如
を
は
相
官
能
の
中
央
政
府
に
集
ま
れ
る
金
商
主
義
の
時
代
仁
於
て
は
兎
毛
布
ハ

号
、
有
弘
人
的
官
設
詮
し
て
骨
白
治
の
能
力
を
布
す
る
に
於
て
は
成
桂
皮
迄
之
仁
自
由
な
る
活
動
を

許
す
は
唯
仁
裂
い
ま
し
き
の
み
な
ら
赤
ノ
叉
必
要
な
る
事
仁
局
す
る
な

ιリ
。
之
れ
地
方
的
施
設
の
ふ
加

を

ぬ

其

地

方

の

狭

況

を

詳

知

ず

る

者

仁

あ

ら

h
y
ん
ば
之
を
諮
嘗
に
行
ふ
乙
之
能
は
ヂ
、
叉
行
政

の
方
而
は
・
似
て
捌
き
℃
、
財
政
の
方
而
よ
t
り
一
五
ふ
之
を
は
支
出
を
な
す
仁
賞
、
党
t
リ
て
之
を
地
方

闘
機
仁
行
は
し
む
る
に
於
て
は
、
其
地
方
の
扶
況
仁
膝

b
て

最

も

総

漉

的

に

之

を

な

す

乙

之

を

得
可
く
、
叉
此
支
出
が
住
民
に
幾
何
の
利
益
を
山
県
ヘ
北
る
や
等
の
事
る
比
較
的
容
易
に
決
定
し

得
可
く
、
防
て
費
用
を
負
携
せ
し
む
る
に
蛍
な
よ
り
て
る
之
を
奨
享
け
北
る
利
議
に
感

b
て
益
平

，
に
分
配
し
得
可
ぎ
な
1

り
。
其
外
地
方
鴎
憾
の
事
業
は
直
接
其
地
方
人
に
利
盆
を
血
ハ
ふ
る
が
故
じ

財
産
叉
は
労
務
等
を
喜
ん
で
寄
附
す
る
者
を
庄
中

b
、
或
は
各
種
の
献
金
を
な
し
、
識
は
無
給
の
名

邸
管
職
仁
服
す
る
者
等
出

r

で
以
て
其
牧
支
を
頗
る
経
務
的
広
行
ぴ
得
る
の
侠
あ
ら
。

此

の

如

く

地

方

図

慨

を

し

て

相

常

の

活

動

を

な

3
し
む
る
は
誠
に
希
望
す
可
き
乙
と
な
れ
・

ど
号
、
近
来
只
仁
我
閣
の
み
な
ら
や
ノ
究
明
諸
問
仁
於
て
は
、
皆
等
し
く
地
方
図
懐
職
務
の
激
増
な

る
現
象
を
塁
ず
る
じ
至
れ

b
。
而
し
て
葉
原
因
大
る
や
種
々
あ
る
可
く
、
之
れ
或
拡
中
央
政
府
が

其

支

出

の

増

加

を

避

け

ん

と

し

て

故

ら

仁

共

職

務

の

一

部

務

を

地

方

図

憾

広

務

し

北

る

乙

と

，45 

も
あ
る
可
し
。
允
も
此
の
如
き
侠
訟
は
頗
る
不
常
に
し
て
、
之
に
よ
I

り
て
地
方
の
負
携
を
増
加
し

以

て

此

稽

問

機

略

来

の

活

動

力

を

減

歩

る

の

恐

れ

あ
1

り
。
叉
戒
は
中
央
集
権
の
反
動
と
し
て
近

}
七
五

地
方
‘
併
政
の
研
府
知



地

カ

財

政

の

研

宛

一
七
六

tI，(i: 

楽

地

方

分

棋

の

風

密

生

b
、
以
〈
英
日
商
な
る
目
的
を
以
て
凶
家
事
業
の
或
る
唱
の
を
地
方
ヘ

移
し
文
る
乙
と
"
も
あ
る
可
し
。
然
れ
ど
活
去
最
大
原
因
と
見
倣
す
可
営
唱
の
は
、
女
化
の
進
歩
生

産

力

の

増

加

と

共

に

人

々

の

慾

望

は

質

に

於

て

量

仁

於

て

増

加

し

到

底

他

人

の

カ

を

以

て

之

を
満
足
す
る
乙
と
能
は
歩
、
随
一
て
図
憾
の
助
力
を
待
食
品
vu

る
可
か
ら
も
d

る

仁

至

れ

る

乙

之

之

な

ん
ノ
、
而
し
て
此
種
の
著
し
き
例
は
之
を
都
舎
に
於
て
見
る
乙
7
r
し
を
得
可
し
。
夫
れ
都
合
は
人
民
の

密

集

せ

る

と

業

生

活

の

程

度

高

き

と

に

よ

b
種
々
の
設
備
を
要
す
る
仁
歪
れ
よ
リ
、
邸
は
も
密
集

よ
み
生
、
下
る
弊
を
避
け
ん
が
角
め
に
消
防
の
設
備
を
な
し
、
叉
上
水
下
水
の
如
き
衛
生
上
の
設

備

を

唱

な

3
r
る
可
か
ら
歩
、
叉
生
活
程
度
高
く
し
て
且
つ
蹴
味
の
上
滋
せ
る
の
結
果
は
便
利

な
る
交
通
機
関
を
.
要
求
し
、
或
は
美
的
の
設
備
郎
は
も
美
麗
な
る
会
，
閤
叉
は
劇
場
音
楽
堂
等
を

要
求
す
可
〈
、
此
穏
の
主
観
的
慾
盟
は
安
に
愉
快
て
ふ
程
度
を
越
へ
て
時

E
し

て

袈

探

仁

近

づ

を

以

て

初
1

り

仁

地

方

図

憾

の

職

務

を

増

加

し

つ

h

あ
る
な
よ
り

Q

此
の
如
く
自
治
懐
の
職
務
の
激
増
せ
る
矯
め
に
嘗
然
其
支
出
の
増
加
を
来
、
北
し
、
之
れ
を
支

織
併
せ
ん
と
せ
ば
勢
ぴ
各
人
の
賃
擦
を
増
加
せ
な
る
可
が
ら
も
C

る
が
故
仁
、
人
々
忽
も
苦
痛
を
戚

b
て
初
・
う
に
地
方
枕
叉
は
地
方
債
権
仁
付
て
云
々
す
る
仁
歪
れ

A
ノ
。
而
し
て
此
の
如
を
地
方
図

主主
市

-岨

憾
の
牧
入
は
岡
家
の
収
入
と
多
少
某
性
質
を
異
仁
し
、
随
て
之
れ
が
特
別
な
る
研
究
は
蹴
る
興

味
あ
る
乙
と
に
属
す
る
な
ら
、
例
ヘ
ば
地
方
問
機
が
図
家
よ
f

り
受
く
る
補
助
金
の
如
を
は
之
れ
ー

前
者
が
岡
家
な
る
唱
の
を
式
上
仁
頂
く
よ
ら
生
ホ
ノ
る
現
象
に
し
て
、
若
し
地
方
岡
慨
が
大
工
事

を
起
乙
す
ノ
場
合
ド
ド
其
費
用
を
全
部
負
携
す
る
乙
と
能
は
も
d

る
仁
賞
t
り
、
此
工
事
に
し
て
其
地
方

の
み
な
ら
み
グ
叉
会
闘
を
設
す
る
に
於
て
は
、
問
一
庫
よ
J

り
補
助
金
を
輿
へ
以
て
み
ム
闘
を
し
て
恭
一

部
を
分
携
せ
し
む
る
は
頗
る
日
公
平
な
る
彪
置
な
る
可
し
。
而
し
て
此
の
如
を
は
一
般
財
政
的
ゅ
の

論
付
」
会
」
る
所
に
し
て
、
地
方
財
政
仁
特
別
な
る
頗
る
興
味
あ
る
問
題
な
よ
ツ
。
其
他
地
方
闘
世
仁
は

私
経
統
制
的
牧
入
港
之
あ
ん
ノ
、
其
著
し
を
宅
の
は
山
林
な
ん

J

、
之
れ
封
建
時
代
よ

h
依
然
引
績
を
・
米

食
れ
る
が
も
の
じ
し
て
、
町
村
牧
入
中
特
に
重
大
な
る
唱
の
な
λ
ソ
。
一
久
都
市
の
如
を
は
各
種
の
事
業
'

宮
市
有
と
な
し
、
之
よ
p

り
生
ホ
ノ
る
私
経
務
的
牧
入
を
以
て
業
増
加
せ
る
支
出
を
文
耕
せ
ん
と
し

つ
も
B

あ

る

拡

毅

K
脚
脈
々
ず
る
を
要
せ
も
d

る
な
ん
'o

防
総
れ
ど
唱
私
経
緯
的
般
入
叉
は
手
数
料
の
類
拡
、
到
底
近
来
激
増
せ
る
支
出
之
併
行
し
て
増

加
す
る
乙
F

乙
を
得
力
C

る
が
故
に
、
滋
仁
租
税
仁
訴
へ
て
此
侠
陪
を
補
は
も
C

る
可
か
ら
歩
。
而
し
て
，

者1

此
地
方
枕
な
る
戒
も
の
は
地
方
財
政
論
中
最
弘
早
く
尊
者
研
究
の
題
目
と
な
ら
枇
る
唱
の
じ
し

殿
方
財
政
の
術
的
慣

日
七
七

n.' 
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地

方

財

政

の

研

発

折
、
、
献
に
宝
農
皐
一
次
の
如
を
は
土
地
閥
単
磁
を
主
張
す
る
よ
t
り
消
費
税
特
に
入
市
税
の
如
き
地
方

日
七
八

械

を

排

斥

す

る

の

設

を

な

せ
F

り
。
叉
マ

y

チ

ェ

ス

タ

ー

皐

波

の

如

き

は

一

般

仁

組

税

反

濁

の

態

度
を
採
。
、
地
方
税
の
如
を
は
人
々
の
受
け
化
る
利
益
の
報
酬
と
し
て
文
搬
ふ
可
き
唱
の
に
し

て
紛
附
、
一
以
野
総
附
の
主
義
仁
依
る
可
し

ι主
張
せ
し
が
ば
、
此
原
則
を
遁
用
し
得
る
M

も
の
は
数

樋
の
牧
盆
枕
に
限
ら
れ
、
以
て
大
に
祖
枕
賦
課
の
級
悶
乞
挟
か
ら
し
め
い
、
文
'
り
。
然
れ
ど
強
此
主
義

を
凶
守
す
る
仁
於
て
は
、
組
税
牧
入
は
一
政
る
'
少
な
く
、
以
て
現
今
の
需
要
仁
態
安
る
乙
と
能
は
れ
d

る
が
故
に
、
課
税
の
主
義
活
断
々
鐙

b
て
給
附
能
力
主
義
之
仁
代
は
ら
べ
今
日
に
於
て
は
袋
々
其

路
用
の
錨
鴎
の
旋
め
ら
れ
つ
、
あ
る
は
、
叉
曾
然
の
形
勢
な
'
り
と
一
五
ふ
可
し
。
叉
地
方
枕
牧
入
府

加
の
一
一
策
と
し
て
凶
税
の
一
一
部
を
地
方
に
務
す
等
は
欧
洲
の
符
問
問
に
於
て
近
来
爆
々
行
は
れ

、
文
る
所
な
ら
。
此
外
地
方
税
・
に
は
関
税
仁
見
る
可
わ
ら
苫
る
特
殊
の
問
題
あ
ろ
、
加
も
附
加
枕
拡

地
方
に
の
み
之
み
る
も
の
仁
し
て
、
同
一
税
の
一
定
割
を
地
方
税
と
し
て
徴
牧
ず
る
な
1

り
、
之
れ
専

ら

欧

洲

の

大

陸

仁

行

は

る

L

簡
便
な
る
方
件
前
に
し
て
、
此
の
如
く
ん
ば
地
方
悶
憧
は
岡
家
、
が
査

定
し
花
る
課
枕
額
を
標
準
と
し
て
直
也
仁
課
税
し
得
る
が
故
仁
、
徴
税
山
貨
を
要
す
る
乙
と
頗
る

少
な
を
の
使
あ
ら
と
雌
宅
其
感
用
の
範
閣
に
は
白
か
ら
制
限
あ
る
な
よ
ツ
。
而
し
て
叉
此
外
に
濁

立

な

る

地

方

税

あ
2

り
、
之
れ
英
閥
仁
行
は
る

h

所
に
し
て
英
之
れ
に
越
す
る
も
の
は
牧
袋
、
税
な

.，h
ノ
、
印
も
人
々
の
牧
議
の
多
寡
の
'
却
を
け
い
、
地
方
図
憾
の
施
設
に
よ
ん

d

て
大
な
る
影
響
を
受
い
く
、
旦

つ
牧
盆
額
の
査
定
の
'
加
を
は
其
地
方
の
事
情
v
L

精

通

す

る

者

を

待

も

て

よ

く

之

を

行

ぴ

得

れ

ば
な
ん

J

。
叉
此
外
村
税
、
白
州
持
率
税
実
他
各
極
の
些
細
な
る
粗
税
号
、
屡
々
猫
立
地
方
…
枕
と
し
て
採

用
せ
ら
る

h

所
な
ん
。
似
て
地
方
税
中
仁
濁
立
地
方
枕
之
附
加
税
i
L
の

二

者

あ

ち

と

し

て

其

執

れ
を
掠
る
可
を
や
、
叉
此
雨
者
じ
依
る
E

こ

せ

ば

其

割

合

は

如

何

に

す

可

を

や

叉

其

税

率

を

定

む

る
仁
蛍
セ
'
り
て
は
之
を
闘
機
の
随
意
i
L

な
す
可
き
や
、
或
は
中
央
政
府
の
認
可
を
要
す
る
も
の

と

な

す

可

き

や

等

は

岡

家

財

政

論

に

見

る

可

か

ら

や
C

る

頗

る

興

味

あ

る

問

題

な

ら

地

方

問

憾

が

何

等
h
r

の
手
段
に
よ
J

り
て
其
牧
入
を
般
加
せ
ん
】
乙
府
間
必
し
つ
一
、
あ
る
は
、
前
段

仁
之
を
述
べ
た
れ
ど
も
、

3
6
ょ
し
て
大
工
事
を
起
と
す
が
如
き
際
仁
於
て
は
到
底
手
数
料
租
税

49 

叉
は
基
金
等
を
以
て
之
を
文
緋
し
得
一
可
き
告
の
じ
あ
ら
ふ
少
。
然
ら
ば
土
地
の
如
き
財
産
を
安
却

せ
、
ば
如
何
と
一
五
ふ
仁
、
此
の
如
き
物
は
路
-
来
利
盆
を
生
歩
る
も
の
な
る
が
故
仁
之
れ
を
資
却
す

る
は
、
邸
也
工
事
よ

b
生
安
る
将
来
の
利
翁
を
符
ん
と
し
て
土
地
よ
ム
ノ
生
み
が
ノ
ゐ
賂
来
の
利
援
を

放

地

ず

る

矛

盾

の

政

策

な

b
と
一
五
は
ぎ
る
可
か
ら
京
、
故
に
此
鐸
を
避
け
ん
と
せ
ば
、
勢
ぴ
ね
一
俵

地

方

射

政

の

研

お

~.，t; 
，'}L 



地

方

財

政

の

研

努

亡
人
O

50 

に
依
ら
も
d

る
可
か
ら
ポ
ノ
、
而
し
て
地
方
債
仁
闘
し
て
は
凶
債
仁
付
て
魁
乙
ら
な
る
問
題
の
生
歩

る
唱
の
仁
し
て
、
例
ヘ
ば
地
方
闘
間
関
は
上
に
中
央
政
府

z…
裁
く
の
結
果
と
し
て
募
績
の
目
的
及

び
某
償
還
計
丞
を
上
級
官
鹿
に
抗
出
し
て
英
認
可
を
経
る
を
常
と
す
。
之
れ
地
方
国
間
憶
が
も
岡
家

の
如
く
永
久
仁
存
続
す
可
を
筈
の
沙
も
の
な
れ
ど
も
必
中
少
し
活
共
隆
盛
を
雑
持
し
符
可
き
も
の

仁
あ
ら
歩
、
故
仁
帰
来
債
務
の
不
履
行
を
来
、
て

3
‘
か
」
ら
ん
が
斜
め
仁
最
高
官
鹿
北
る
中
央
政
府

よ
λ
ソ
監
舷
闘
を
受
く
る
の
要
・
め
t
り
。
而
し
て
中
央
政
府
の
干
渉
は
只
仁
之
仁
止
ま
ら
歩
亦
極
々
の

方

法

仁

依
t
り
て
地
方
依
の
募
集
を
斜
易
立
つ
有
利
な
ら
し
ひ
る
に
勉
な
る
乙
ー
と
の
'hj
。
却
も
戒

は
私
の
金
融
機
関
下
特
典
を
輿
へ
て
此
種
の
一
公
債
仁
熔
募
せ
し
り
る
乙
と
あ
ん
九
例
へ
ば
例
制

Q
注
目
こ
o
ロハ

{3
は
地
方
債
を
熔
募
守
す
れ
ば
英
額
丈
け
別
仁
債
券
を
議
行
ず
る
の
特
棋
を
有

す
る
が
如
し
。
叉
或
は
一
関
家
白
か
ら
此
の
目
的
に
使
用
す
一
り
さ
金
融
機
関
を
設
く
る
乙
と
あ
L
リ、

例
ヘ
、
ば
白
耳
義
の

ο注目けの
0
5
5
5
と
の
如
し
。
叉
或
は
中
央
政
府
内
応
特
下
一
口
仰
を
設
け
て
地
方

図

慨

に

融

過

を

計

ふ

乙

と

あ

b
、
例
へ
ば
英
の
同
と
さ
れ
名
C
吋
一

s
r
0
2
0
0
3
5
E
oロ

g
の
如
し
。
一
耐
し
て
中

央
政
府
は
只
仁
中
央
仁
川
抑
げ
北
る
方
法
に
依
'
り
て
の
み
な
ら
歩
、
叉
積
々
の
手
段
仁
訴
ヘ
て
慈

母
的
一
十
捗
を
行
ふ
替
の
な
よ
ツ
。

の
斯

の

如

く

観

b
来
た
れ
ば
、
地
方
財
政
ぽ
岡
家
の
財
政
之
会
然
異
性
質
を
は
ふ
す
る
唱
の
仁

あ
ら
ポ
ノ
、
上
級
官
廊
を
戴
く
の
結
果
と
し
て
種
々
の
特
色
を
生
ヂ
る
が
故
仁
、
之
れ
が
特
別
な
る

研

究

は

最

宅

推

薦

す

可

を

乙

と

な

t
り
、
殊
に
叉
現
今
其
牧
入
増
加
の
必
要
に
泊
ま
ら
れ
て
、
ム
続
々

大

な

る

負

携

を

人

々

の

頭

上

に

加

へ

ん

と

す

る

に

蛍

t
pり
て
は
、
口
ハ
仁
之
を
資
総
仁
の
み
委
す

る
を
な
当
歩
、
有
く
唱
岡
山
本
科
感
の
栴
究
に
任
中
V
J

る
者
は
、
之
仁
皐
理
的
根
擦
を
有
す
る
説
明
、
吃

山
県
ヘ
、
以
て
英
油
切
な
る
政
策
の
案
出
仁
資
ず
可
き
唱
の
な
y

り。

ι1 
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